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令和 8年度の石川県立学校入学検定手数料の減免について 

（令和 6年能登半島地震及び奥能登豪雨関係） 

 

 標記の件について、令和 6年能登半島地震及び奥能登豪雨の被災世帯の生活

再建等に要する経済的負担を軽減することを目的として、被災した児童生徒の 

入学検定手数料を別添のとおり免除することとしましたので、事務処理に遺漏

のないよう願います。 

 なお、各学校設置者（小中学校）に対して、別添のとおり通知していることを

申し添えます。 

＜担当連絡先＞ 

石川県教育委員会事務局教育政策課 

学校経営グループ 塩梅 

TEL：076-225-1817（直通） 

masukura
写



 

令和 8年度石川県立学校入学検定の手数料減免について 

（令和６年能登半島地震及び奥能登豪雨関係） 

 

１ 目的 

  石川県手数料条例（平成１２年３月２４日石川県条例第７号）第５条の規定による石川県立学校の

入学検定手数料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 減免の対象者 

（１） 令和 8年度石川県立学校入学検定を受検する者で、令和６年能登半島地震（以下「地震」と

いう。）及び令和６年奥能登豪雨（以下「豪雨」という。）により、保護者等の家屋が半壊以上

の被害を受けた者とする。 

（２） 「家屋」とは、地震及び豪雨直前まで居住していた家屋であり、持ち家、借家等の区分を問わ

ないものとする。 

（３） 「半壊以上」とは、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊のいずれかを指し、罹災証明書によ

り判断するものとする。 

 

３ 減免の額 

  入学検定手数料の全額を免除するものとする。 

 

４ 減免の申請手続 

（１） 所定の入学願書に添付の使用料（手数料）納入票の「証紙はり付け欄」に、入学検定手数料

分の県証紙をはり付けずに「免除申請者」と記入する。 

（２） 上記の入学願書に罹災証明書の写しを添付し、受検先の県立学校に提出する。 

 

５ 減免の決定 

（１） 減免の決定は、入学願書に添付された罹災証明書の写しに記載されている、住家の被害の程度

の結果の審査によって行うものとする。 

（２） 減免申請者への受検票の交付をもって、入学検定手数料の減免の決定の通知とする。 

 

６ その他 

（１） 上記に定める事項以外の取り扱いは、別に教育政策課長に協議するものとする。 

（２） この運用の適用期間は、令和８年１月１日から令和８年３月３１日までとする。 

 



 

 

・県立金沢錦丘中学校入学検定手数料 2,200円 

・県立高等学校入学検定手数料 全日制 2,200円、定時制・通信制 950円 

 

 令和６年能登半島地震及び奥能登豪雨により、保護者等の家屋が半壊以上（全壊、 

大規模半壊、中規模半壊、半壊のいずれか）の被害を受けた児童生徒 

 ※「家屋」は、被災直前まで居住していた家屋で、持ち家や借家等の区分は問わない 

 

（１） 所定の入学願書に添付の使用料（手数料）納入票の「証紙はり付け欄」に、 

県証紙をはり付けずに「免除申請者」と記入する。（記入例のとおり） 

（２） 上記の入学願書と罹災証明書の写しを、受検先の県立学校に提出する。 

（在学する中学校で入学願書の取りまとめを行う場合には、当該中学校の指示 

 に従って提出してください。） 

※罹災証明書の写しを提出する際は、入学願書に貼付等はしないでください。 

※免除申請をする場合は、県証紙の購入は不要となります。 

 

 

 入学検定手数料の免除に伴い不要となった県証紙については、 

手続により還付することができます。還付手続は以下のとおりと 

なりますので、還付を希望される場合はお手続き願います。 

① 所定の返還証紙等還付請求書を記入する。 

（還付請求書は、右のＵＲＬよりダウンロードできます。） 

② 還付請求書と県証紙を石川県出納室に提出する。（郵送可） 

 ※詳細については、石川県出納室ＨＰをご確認ください。 

令和８年度の石川県立学校入学検定手数料の免除に関する 

お知らせ（令和６年能登半島地震及び奥能登豪雨関係） 
 

 石川県教育委員会では、令和６年能登半島地震及び奥能登豪雨により被災した児童生徒

が令和８年度の県立学校入学検定を受検する場合、以下のとおり入学検定手数料を免除す

ることとしております。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 免除の対象となる入学検定手数料  

２ 免除の対象者 

 

３ 免除の申請方法 

 

【お問い合わせ先】 

石川県教育委員会事務局教育政策課 学校経営グループ TEL：０７６-２２５-１８１７（直通） 

４ 県証紙の還付について 

 還付請求書等 

（石川県出納室ＨＰ） 

 



 

＜記入例＞使用料（手数料）納入票 

・県立金沢錦丘中学校の入学検定手数料の免除を申請する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・県立高等学校全日制（一般入学）の入学検定手数料の免除を申請する場合 

 （推薦入学等の入学検定手数料の免除を申請する場合も、記入方法は同様とする） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

免除申請者 

入学検定手数料の免除

を申請する者は、証紙

はり付け欄に県証紙を

はり付けず、左図のと

おり「免除申請者」と

記入してください。 

こちらの欄には記入

しないでください。 

免除申請者 


